
「基本構想」策定に係る今後の進め方
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◇期間 １か月程度
◇方法 県ホームページ、

県行政情報センター
など

関係者との意見交換の場

◇関 係 者 山形大学、県医師会・地区医師会、県看護協会、県立中央病院、
西村山管内４町、関係者が推薦する団体 など

◇開催方法 それぞれ個別に開催し意見聴取（説明や情報提供･共有）
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